
都道府県推進計画 

 
都道府県名 埼玉県 

 
計画期間 平成 27年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

平成 26 年度末までに都道府県計画に則して実施した活性化事業の総括・評価 

１ 消費生活相談体制 

（１）管内市町村 

消費生活相談窓口の設置自治体が、平成20年度に比べ増加し、平成26年10月末時点で全63

市町村において週4日以上窓口を開設している消費生活センター※が設置されている。 

  ※ 広域連携による設置及び窓口の相互利用による設置を含む。 

（２）埼玉県 

埼玉県消費生活支援センター（川口市）及び３支所（川越市、春日部市、熊谷市）の４か

所となっている。 

平成 26 年度は、消費生活相談員が 23 人で対応しているほか、市町村の支援を行う主任消

費生活相談員を 6人配置している。 

また、平成 22 年度から消費生活支援センター（川口市）に土曜日相談窓口を開設し、週 6

日の相談体制とした。 

２ 消費生活相談件数等 

  県内の相談総件数は 5 万件前後で推移してきたが、平成 25 年度は、前年度に比べ 3,942 件

（8.4％）増加した。特に 60歳以上の高齢者に関する相談が目立ち、相談件数は過去最高を更

新した。 

     平成 25年度は相談内容のうち「健康食品の送り付け商法」や「スマートフォン」に関する

相談が急増した。 

（１）市町村 

直近5か年の相談件数は約3万件件前後で推移している。平成25年度は健康食品の送りつけ 

    商法などの影響により、約3万3千件で相談件数が増加した。 

（２）埼玉県 

市町村の消費生活相談窓口が整備されたことなどから、相談件数は減少傾向にあるが平成

25年度は相談件数が増加した。また、複雑化・高度化した相談が増加し、あっせんによる対

応が増えている。 

３ 消費者教育・啓発 

  消費生活に関する適切な知識の普及と自立した消費者の育成のため、様々な手法やメディア

を活用して啓発事業を行っている。 

啓発事業は、消費生活講座、研修会、講演会等の参加形式のものから、情報紙、リーフレッ 

ト等の印刷媒体やホームページ、メールマガジン等の電子媒体を活用したもの、街頭キャンペ

ーンなどまで多種多様なものとなっている。 

また、消費生活に関する参加体験型の施設「生活科学センター」では年間約 14万人の来館者 

  があり、子供から大人まで広く消費者教育を行っている。 

さらに、教職員を対象とした研修の開催や消費者教育連携会議を開催し教育局との情報交 

 換・情報共有を図っている。 



「地方消費者行政強化作戦」への対応 

 どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる地域体制を整備し、消費者の安全・安心

を確保するため、平成 29 年度までに「地方消費者行政強化作戦」の完全達成を目指す。 
＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 
・ 全ての市町村に消費生活相談窓口が設置されており、目標を達成している。 
＜政策目標２＞相談体制の質の向上 
２－１ 消費生活センター設立促進 
・ 平成27年1月時点で、広域連携及や窓口の相互利用により設置された週4日以上開設している

消費生活相談窓口は全63市町村に設置されている。 

・ ただし、消費者安全法で規定されている消費生活センターは、平成27年4月時点で人口5万人

未満の23町村のうちの22町村（設置率95.7％）に設置されている。（市は全て設置済み） 

  引き続き、人口5万人未満の100％の町村に消費生活センターが設置されるよう支援する。 
２－２ 管内自治体の 50％以上に相談員を配置 
・ 全ての市町村に相談員が配置されており、目標を達成している。 
２－３ 消費生活相談員の資格保有率を 75％以上に引き上げ 
・ 消費生活相談員以外の者（職員等）が一部相談を受けている市町村は平成 28 年 3 月時点で 
 1 町、延べ 1 人で、資格保有率は 99.4％となっており、目標を達成している。 

今後、更に資格保有率を高められるよう市町村を支援していく。 
２－４ 消費生活相談員の研修参加率を 100％に引き上げ（各年度） 
・ 平成27年度当初は管内の消費生活相談員の研修参加率は77.6％（地方消費者行政の現況調査）

となっている。 

消費生活相談員の研修参加率を100%に引き上げるため、国民生活センターが実施する研修の 

 周知、基金による旅費等の財政支援を進めるとともに、県が市町村の消費生活相談員を対象と 

 して開催している研修の開催時間等の見直しにより研修参加率の引き上げを図る。 
＜政策目標３＞適格消費者団体の空白地域解消 
・ 県内に適格消費者団体「埼玉県消費者被害をなくす会」が設立されており、目標を達成して 
 いる。 
＜政策目標４＞消費者教育の推進 
・ 平成 27 年度中に消費者教育推進地域協議会を設置済み。 
・ 今後は、平成 28 年度末の消費者教育推進計画策定を目指す。 
＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 
・ 平成 27 年 4 月 1 日現在、福祉部局を中心に、県内全市町村に高齢者の見守りネットワークが 
 構築されている。 
・ 平成29年度末までに、人口5万人以上の８市及び人口５万人未満の１町に消費者安全確保地域

協議会が設置された。引き続き、消費者安全確保地域協議会の設置に向け、市町村に対し必要

な支援を行っていく。 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 
・ 「地方消費者行政強化作戦」の目標達成及び維持するため、管内市町村の支援を行う。 

・ 管内市町村の消費生活相談体制の水準向上に向けた取組の支援を継続的に実施する。 

・ 増加する高齢者の消費者被害を防止するため、情報伝達体制や見守り体制の構築を図る。 



・ 消費者教育の推進に関する法に基づき大学等と連携した消費者教育を実施する。 

・ 悪質事業者への徹底的な立入・調査・処分を行う。 
 ・ 消費者安全法の改正に伴い、地域の体制整備を推進する。 
＜平成 30 年度以降の方針＞ 
・ 平成29年度までに整備した管内市町村の消費生活相談体制の維持・強化を目指す。 

・ 管内市町村の消費生活相談体制の水準向上に向けた取組の支援を継続的に実施する。 

・ 啓発事業については、管内市町村と連携してより効果的な取組を模索しつつ、基金活用期間

経過後は実施する事業を精査する。 

 
消費者行政推進の方針に則して取り組む施策、目標 

・ 市町村支援を目的とした主任消費生活相談員を配置する。 

（平成29年度～令和7年度） 

・ 市町村の相談窓口を補完するため、土曜相談窓口を開設する。 

（平成25年度～令和3年度、平成28年度～令和6年度、平成29年度～令和7年度） 

・ 問題解決プロジェクトチームを組織し、解決が困難な相談に対応する。 

  (平成28年度～令和6年度） 

・ 成人年齢引下げを見据えた消費者教育を行う。 

  (平成29年度～令和7年度） 

・ 消費生活相談員を対象とした専門研修を開催し、消費生活相談員のレベルアップを図る。 

（平成21年度～平成29年度） 

・ 市町村の情報伝達体制の構築や見守り体制の構築を支援するため、情報交換会の開催や消費 

 者被害防止サポーターの養成、情報発信資料の作成等を行う。 

（平成27年度～令和5年度、平成29年度～令和7年度） 

・ 消費者被害防止サポーターの活用促進、消費者安全確保地域協議会の設置促進などを行う「見

守り推進員」の設置を行う。 

  （平成28年度～令和6年度） 

・ 消費者団体と連携し連絡協議会等を開催することにより消費者被害防止を図る。 

（平成23年度～令和元年度） 

・ ＦＭラジオ等を活用した広報や多重債務キャンペーンを実施する。 

（平成21年度～平成29年度） 

・ 高校生や大学生の協力を得て、不当表示広告調査・啓発を実施する。 

（平成22年度～平成30年度） 

・ 消費者教育の推進に関する法律を踏まえ、大学等と連携した消費者教育を実施する。 

（平成26年度～平成29年度） 

・ 中・高校等が行う消費生活講座に消費生活相談員を派遣する。 

（平成24年度～平成29年度） 

・ 地域見守りネットワークガイドブックを作成し高齢者を見守る方などへ配布する。 

  （平成22年度～平成29年度） 

・ 埼玉県消費生活基本計画の策定及び消費者教育の方向性を定める消費者教育推進計画を策定 

する。 

 



（平成27年度～平成28年度） 

・ 法執行・事業者指導強化に関する事業の実施 
・ 特定商取引法、景品表示法、割賦販売法に基づく立入検査を実施する。 
  （平成 22年度～平成 29年度、平成 23年度～令和元年度、平成 27年度～令和 5年度） 

・ インターネット広告における不当表示について消費者への啓発、事業者の監視、指導を行う。 

 （平成 29年度～令和 7年度） 

・食の安全に関する意見交換・体験の場を設け消費者教育の人材を育成する。 
（平成 22年度～平成 30年度） 

 

その他特記事項 

・ 市町村と連携を図り、効率的に消費生活相談への対応を行う。 

 







市町村推進プログラム 

                        

都道府県名 埼玉県 市町村名 熊谷市 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 40 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実施

した活性化事業 

・ 消費生活相談窓口の備品整備（FAX 付直通電話、情報収集用パ

ソコン、パンフレットスタンド等）により、相談機能の強化を

図った。（平成 21 年度～平成 25 年度） 

・ 消費生活相談員のレベルアップを図るため、研修への参加を支

援した（交通費、日当）（平成 22 年度～）。また、研修参加費が

発生する研修の研修参加費も支給することとした（平成 26 年

度～）。 

・ 消費生活相談員の処遇改善のため有給休暇制度を設けた（平成

22 年度～）。また、１日当たりの報酬を 1,000 円増額し 12,000

円とした（平成 23 年度～）。 

・ 高齢者に身近な内容で理解しやすい消費生活講座を開催する

ため、講座に必要な備品（プロジェクター、スクリーン、マイ

ク、スピーカー等）を購入した。（平成 21 年度） 

・ 市民への消費生活相談窓口周知及び消費生活に関する情報提

供のため、啓発品や啓発パンフレットを消費生活講座等で配布

した。（平成 21 年度～） 

・ 消費者啓発チラシを作成し市内の全戸に配布した。（平成 24 年

度～） 

総括・評価 

・ 消費生活相談件数は、平成 21 年度 503 件、平成 24 年度 602

件、平成 25 年度 619 件と相談件数が増加しており、相談窓口

の周知、市民の消費者意識も向上しつつある。 

・ 消費生活相談員が各種研修に参加することによりレベルアッ

プが図られ、金銭面での救済金額は平成 22 年度総額約 4185 万

円に対し平成 25 年度は総額約 1 億 2633 万円となった。 

・ 消費生活講座の開催件数と受講者は、平成 21 年度は 12 件・

344 人に対し、平成 25 年度は 39 件・1471 人に増加した。受

講者の多くは 60 歳代以上の公民館活動者や自治会会員であ

る。 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・ 平成 21 年度当初において消費者安全法に定められた消費生活

センター設置済み。 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・ 平成 27 年度まで、消費生活相談員１人体制であったが、相談

件数の増加、相談カードの入力時間の確保の必要性に伴い、平

成 28 年度から消費生活相談員を１人増加し、２人体制にする



日を設け相談体制を強化する。 

・ 平成 27 年度の消費生活相談員（３名）の資格保有率は 100％。

また、研修参加率も 100％となった。今後も研修を受けやすい

環境を維持する。 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

・ 消費者安全確保地域協議会の設置について検討する。 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 地域の身近な相談窓口である消費生活センター（平成 28 年 4

月1日から熊谷市消費生活相談窓口から熊谷市消費生活センタ

ーに名称変更予定）として、消費生活相談員を複数人体制にす

るとともに、消費生活相談員のレベルアップを図る。 

・ 消費者教育に重点的に力を入れ、より効果的な消費者被害未然 

防止、消費者力向上のための事業を実施する。 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 消費生活相談体制については、基金活用期間経過後においても

維持する。 

・ 消費生活講座者等の啓発事業は、より効果的な取組に重点化し

つつ、交付金等活用期間経過後も行う事業を精査していく。 

消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標 

・ 消費生活相談体制を維持・強化するため、消費生活相談員１名

体制から週３日（月、火、木）２人体制にする（平成 28 年度～

平成 36 年度）。さらに週５日２人体制にする（平成 29 年度～

平成 37 年度）。週４日勤務の相談員の社会保険料等を負担する

（平成 29 年度～平成 37 年度）。 

・ 消費生活相談員の日額報酬 1,000 円増額分を維持する（平成 23

年度から 11,000 円→12,000 円、平成 23 年度～平成 31 年度）。 

・ 消費生活相談員が参加する日帰り研修や宿泊研修の日額報酬

を支払う（平成 29 年度～平成 37 年度）。 

・ 消費生活相談体制強化のため専門家の活用を図る（平成 29 年

度～平成 37 年度）。 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援する

（交通費、日当）（平成 22 年度～平成 30 年度）。また、研修参

加費も支援する（平成 26 年度～平成 34 年度）。 

・ 国民生活センターの宿泊研修の参加を支援する（交通費、日当、

参加費、宿泊費、食事費）（平成 27 年度から平成 35 年度）。 

・ 消費者被害防止・消費者力向上のため啓発チラシを全戸に配布

する（平成 23 年度～平成 31 年度）。 

・ 消費者教育は、高齢者、若者、中学生、小学生、全年齢等各年

代に応じた消費者被害防止・消費者力向上のため、効果的な啓

発パンフレットを配布する。（高齢者向け平成 21 年度～平成 29

年度、若者向け平成 24 年度～平成 32 年度、中学生向け平成 25



年度～平成 33 年度、小学生向け平成 27 年度～平成 35 年度、

全年齢向け平成 26 年度～平成 34 年度） 

・ 消費者被害防止のため啓発品を配布する（平成 21 年度～平成

29 年度）。 

・ 電話による詐欺や悪質商法防止対策機器等を配布し高齢者向

け消費者安全対策を図る（平成 29 年度～平成 37 年度） 

・ 消費者被害防止サポーターと連携を図る（平成 29 年度～平成

37 年度） 

・ 消費者安全確保地域協議会設立に向けて実質的な見守りネッ

トワークの構築を図る（平成 29 年度～平成 37 年度）。 

・ 消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねる熊谷市消費者安全

確保推進会議の周知と担い手の育成を推進する（令和 2年度～

令和 3年度） 

その他特記事項 

・ 消費者被害防止のため、庁内の連携を密にする。 

・ 消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねる熊谷市消費者安全

確保推進会議を令和２年２月に設置した。 

 













市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 秩父市 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実施

した活性化事業 

・ 消費生活相談員及び担当職員の対応能力強化のため、研修参加を

支援した。（平成 21 年度～平成 26 年度） 

・ 秩父地域の消費生活相談業務の充実のため、相談日を週 3 日か

ら週 4 日に拡大し、秩父市消費生活センターを開設した。 

（平成 22 年度） 

・ 消費生活相談の増加に対応するため、相談日を週 4 日から週 5 日

に拡大した。（平成 23 年度） 

・ 弁護士の活用により、専門的な消費生活相談への対応能力の向上

を図った。（平成 24 年度～平成 26 年度） 

・ 市民の消費者被害防止や消費者教育のため、学校や敬老会等で出

前講座を開始した。（平成 25 年度～平成 26 年度） 

・ 幼児から中学生までの各年代に合わせた消費者教育用教材や消

費者被害防止リーフレットを企画・作成し、配布を行った。 

（平成 25 年度～平成 26 年度） 

・ 家族向けの秩父市オリジナル消費者被害防止リーフレットを企

画・作成し、全戸配布を行った。（平成 26 年度） 

・ 秩父市オリジナル啓発ポスターを作成した。（平成 26 年度） 

総括・評価 

・ 平成 22 年度に秩父市消費生活センターを設置し、相談日を増や

したところ相談件数は、平成 21 年度の 298 件に対し、平成 22

年度は 417 件と大幅に増加しており、地域の身近な相談窓口と

して定着しつつある。 

・ 平成 24 年度から実施した出前講座が 1 件／年に対し、平成 26

年度は 21 件と着実に増加している。また、出前講座で消費生活

センターの PR を行ったことにより、相談件数が平成 24 年度は

298 件に対し、平成 26 年度は 438 件と大幅に増加した。 

・ 平成 22 年度から、消費生活相談員の消費生活相談対応能力の強

化のため、研修参加を支援した。その結果、あっせん件数が平成

20 年度の 27 件に対し、平成 27 年度は 66 件と増加し、消費生

活相談の対応能力や質が向上した。 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・ 平成 26 年度当初で消費生活相談窓口設置済み。 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

平成 26 年度当初は、消費生活相談員 1 名体制であったが、平

成 27 年度より週 2 日、消費生活相談員 2 名体制とした 

 



＜政策目標４＞消費者教育の推進 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

 ・消費者安全確保地域協議会設置に向けて取り組んでいる。 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 消費生活センターを維持する。 

・ 地域の身近な窓口である消費生活相談窓口として、消費生活

相談体制を維持・強化するため、消費生活相談員を増員する

とともに、引き続き弁護士の活用により専門的な消費生活相

談への対応能力の向上を図る。 

・ 消費者団体と協力して、消費者被害未然防止啓発及び消費者

教育を積極的に行っていく。 

秩父市オリジナルリーフレット等を企画・作成し、出前講座

等で配布をする。 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 消費生活相談体制については、基金及び交付金活用期間を経

過した事業から順次自主財源化を目指す。 

出前講座等の啓発事業については、基金活用期間経過後も行う

事業を精査していく。 

消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標 

・ 消費生活相談体制の強化のため、平成 26 年度末時点で 1 名体制

の消費生活相談員を週 2 日、1 名増員して 2 名体制とし、いつで

も安心して相談を受けられる体制をさらに整える。（平成 27 年

度～令和 5 年度） 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加支援の継続を図

る。（平成 27 年度～令和 2 年度） 

・ 弁護士の活用により専門的な消費生活相談への対応能力の向上

のために維持する。（平成 27 年度～令和 2 年度） 

・ 消費者教育の充実のために、秩父市オリジナルの教材やリーフレ

ットを企画・作成し、配布を行う。（平成 27 年度～令和 3 年度） 

・ 出前講座を積極的に実施する。（平成 27 年度～令和 3 年度） 

その他特記事項 

・ 消費者被害防止のため、庁内及び各関係機関との連携を密にして

対応をする。 

 





















































市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 草加市 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実

施した活性化事業 

・ 消費生活相談窓口の強化及び知名度アップを図るため、現行

の消費生活相談窓口を消費生活センターへ改組するととも

に、消費生活相談員を週 5 日 2 名体制とした。（平成 22

年） 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援し

た。(平成 21 年度～平成 24 年度） 

・ 消費生活相談の複雑化・高度化に対応するため、月１回弁護

士を招致した。（平成 22 年度～平成 26 年度） 

・ 消費者被害防止のため、町会等で出前講座を実施した。(平成

24 年度～26 年度） 

総括・評価 

・ 消費生活相談窓口を平成 22 年改組し、消費生活センターと

し、相談件数は、平成 21 年度 928 件に対し、平成 22 年度は

1,050 件に増加した。 

・ 平成 21 年度から消費生活相談員の消費生活相談対応能力の

強化のため、研修会参加を支援した。そのため、高度化複雑

化する相談にも対応できる対応能力や資質が向上した。 

・ 消費生活相談体制及び消費生活相談対応能力強化により、平

成 25 年度における消費生活相談員の助言やあっせん等によ

る救済金額の総額が 28,000 千円となった。 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・ 平成 22 年度当初で消費生活センターを設置済み。 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・ 消費生活相談員が国民生活センター及び埼玉県等の研修を受

けやすい環境を維持し、平成２７年度以降も消費生活相談員

の研修参加率向上を図る。 

・ 消費生活相談員における研修参加、休暇取得等を支援するこ

とに伴い、相談体制に欠員が生じることから、他の相談員を

欠員補充における代替勤務として配備し、消費生活相談体制

の強化を図る。 

・ 弁護士等の活用により専門的な消費生活相談への対応能力の

向上を図る。 

・ 主席相談員による他の相談員への助言・指導を強化し、消費

生活相談への対応能力を向上させるため、主席相談員の報酬

引き上げを行うほか、相談員の勤務環境等を整備し、相談体

制の強化を図る。 



 

＜政策目標４＞消費者教育の推進 

対象外 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

・ 地域包括支援センター等の福祉関係機関と連絡調整を図り、

見守りネットワークの構築等を行うとともに、消費生活相談

員等を講師として派遣し、講座、研修会及び情報交換会等を

開催し連携を図る。（平成 27 年度～平成 29 年度） 

 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 消費生活センターを維持する。 

・ 地域の身近な窓口である消費生活相談窓口として、消費生活

相談員の対応能力強化のため、研修参加支援及び弁護士等の

活用により、レベルアップを図る。 

・ 消費者教育に重点的に力を入れ、より効果的な消費者被害未

然防止事業を実施し、地域内ネットワーク構築等を支援する。 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 消費生活相談体制については、基金活用期間経過後において

も維持する。 

・ 研修参加支援及び弁護士等の活用については、交付金活用期

間経過後においても維持する。 

・ 出前講座等の啓発事業については、より効果的な取組に重点

化しつつ、交付金等活用期間経過後も行う事業を精査してい

く。 

消費者行政推進の方針に

則して取り組む施策、目標 

・ 消費生活センターを維持する。 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加の支援の継

続を図る。 

・ 弁護士等の活用により専門的な消費生活相談への対応能力の

向上を図る 

・ 消費生活相談員における研修参加、休暇取得等を支援するこ

とに伴い、相談体制に欠員が生じることから、他の相談員を

欠員補充における代替勤務として配備し、消費生活相談体制

の強化を図る。（平成 28 年度～令和 6 年度） 

・ 主席相談員による他の相談員への助言・指導を強化し、消費

生活相談への対応能力を向上させるため、主席相談員の報酬

引き上げを行うほか、相談員の勤務環境等を整備し、相談体

制の強化を図る。（平成 29 年度～令和 7 年度） 

その他特記事項 
消費者被害防止のため、庁内の連携を密にして全庁をあげて

対応する。 

 

















市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 入間市 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実

施した活性化事業 

・消費生活センター機能充実のため、備品等を設置し、消費生活セ

ンターの整備を図った。（平成 22 年度～平成 24 年度） 

・消費生活センターと市民相談室との連携を図り、機能及び効率を

向上させるため、消費生活センター改修工事を行い、相談体制の整

備を行った。（平成 23 年度） 

・消費生活相談員の相談業務量増加及び相談内容の複雑化に伴い、

消費生活相談員の報酬を引き上げ、待遇改善を図った。（平成 24 年

度） 

・消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援した。（平

成 22 年度～平成 24 年度） 

・消費者啓発講座の開催、啓発資料等の作成を行い、消費者教育の

充実を図った。（平成 22 年度～平成 26 年度） 

総括・評価 

・活性化基金を活用し、備品等の購入や相談体制の整備を行ったこ

とにより、専門相談の取次ぎや連携が図られ、相談対応能力が強化

された。相談件数としては、毎年 1200 件～1300 件程度あり、平

成 30 年度は 1500 件を超えている。消費生活センターが地域の相

談窓口として定着しつつある。 

・平成 24 年度に報酬を引き上げたことによって消費生活相談員の

待遇改善を図られた。 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・消費生活相談窓口設置済み 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・平成 14 年に消費生活センター設置済み。 

・消費生活センターは週 5 日消費生活相談員 2 名体制で行ってい

る。 

・現状の消費生活相談員の資格保有率は 100％となっている。 

・平成 26 年度以降、相談員 4 名全てが国若しくは県が主催してい

る研修に参加している。 

＜政策目標４＞消費者教育の推進 

・悪質商法の被害に遭いやすい高齢者を基本として、公民館等と協

力し年 7 回の消費生活講座を実施していく。 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

・福祉部門で組織している「入間市高齢者等見守りネットワーク」

に協力事業所として登録し、情報の共有を図っている 

 



消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・消費生活講座や啓発冊子等の配布により、消費者教育に重点的に

力を入れ、関係機関と連携を図り、消費者被害防止を図る。 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・基金活用期間経過後は、基金で行った事業の評価を行い、交付金

活用期間及び延長期間中に、より効果的な取り組みに重点化しつ

つ、消費者行政を推進する。 

消費者行政推進の方針に

則して取り組む施策、目標 

・消費者教育を推進するため、消費生活相談員による出前講座の開

催や啓発パンフレット等を作成し、消費者教育の継続を図る。 

その他特記事項 

 

 



市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 朝霞市 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実施

した活性化事業 

・ 消費生活相談体制強化のため、消費生活センター窓口の増設と

相談室の整備を行った。（平成 21 年度～平成 24 年度） 

・ 消費生活相談体制強化のため、消費生活相談員を増員し、週５

日１名体制から週３日を２名体制、週２日を１名体制とした。

（平成 21 年度～平成 23 年度） 

・ 食品表示・安全に関して消費者の啓発強化を図るため、パンフ

レットを作成し配布した。（平成 21 年度） 

・ 消費者被害防止のため悪質訪問販売お断りシールなどの啓発

品を作成・配布等実施した。（平成 21 年度～平成 26 年度） 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加支援の回数を

増やした。（平成 22 年度～平成 26 年度） 

・ 消費生活相談体制強化のため、消費生活相談員を増員し、週５

日２名体制とした。（平成 24 年度～平成 26 年度） 

・ 消費生活相談機能強化のため、アドバイザー弁護士制度を導入

した。（平成 24 年度～平成 26 年度） 

総括・評価 

・ 平成 21 年度から消費生活センター窓口を増設、相談室の整備

を行うとともに消費生活相談員を 1名体制から段階的に 2名体

制とした。その結果、相談しやすい窓口の設置と迅速できめ細

やかな相談を実施することができ消費生活相談の対応能力や

質が向上した。 

・ 平成 22 年度から、消費生活相談員の消費生活相談対応能力の

強化のため、研修参加支援の回数を増やした。その結果、消費

生活相談の対応能力や質が向上した。 

・ 冊子、パンフレット等を購入、配布などを行い食品の表示・安

全、消費者被害未然防止などについて幅広く啓発を実施するこ

とができた。 

・ 平成 24 年度から、アドバイザー弁護士制度を導入することに

より高度な相談への対応能力が向上した。 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・ 地方消費者行政強化作戦以前から消費生活センターを設置済

み。 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・ 週５日の消費生活センター開設日を維持する。 

・ 消費生活相談員２名体制を維持する。 



・ 消費生活相談員の資格保有率 100％を維持する。 

消費生活相談員の研修参加率 100％を維持する。 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

・ 将来的な見守りネットワーク構築を考慮し、関係課との連絡・

調整に努める。 

・ 消費者被害防止のため、関係課に必要な情報提供を行う。 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 消費生活センターの設置を維持する。 

・ 地域の身近な窓口である消費生活センターとして、消費生活相

談体制を維持・強化するため、消費生活相談員２名体制を維持

するとともに弁護士の活用、研修参加の支援により消費生活相

談員のレベルアップを図る。 

・ 消費者に必要な情報の提供、効果的な啓発事業、関係機関との

連携などを行い、消費者被害の未然防止を図る。 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 消費生活相談体制については、基金活用期間経過後においても

維持する。 

・ 消費者教室等の啓発事業については、より効果的な取り組みに

重点化しつつ、交付金等活用期間経過後も行う事業を精査して

いく。 

・ 研修参加の支援により消費生活相談員のレベルアップを図る。 

消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標 

・ 消費生活センターの設置を維持する。 

・ 消費生活センターの機能を維持するため、消費生活相談員２名

体制を維持する。（平成 21 年度～平成 29 年度、平成 24 年度～

令和 2 年度） 

・ 消費生活センターの周知を強化するため、啓発グッズの作成及

び配布を行う。（平成 29 年度～令和 7 年度） 

・ 消費生活相談体制の強化のため、弁護士の活用により専門的な

消費生活相談への対応能力の向上を図る。（平成 24 年度～令和

2 年度） 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加の支援の継続

を図る。（平成 22 年度～平成 30 年度、平成 27 年度～令和 5 年

度） 

・ 平成 28 年度に消費生活相談員の処遇改善した年次有給休暇の

付与及び相談体制を維持するとともに、勤務時間を超えた相談

業務に対して時間外勤務手当を支給する。（平成 28 年度～令和

6 年度） 

・ 消費者被害防止のため、高齢者等に悪質電話被害対策機器を貸

与する。（平成 29 年度～令和 7 年度） 



その他特記事項 
 

 













市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 新座市 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実施

した活性化事業 

・ 消費生活相談室の設備・窓口の充実を図った。（平成 21 年度～

平成 26 年度・机、椅子、書庫、パソコン等相談室内使用物品） 

・ 消費生活相談員が専門的案件について弁護士に相談できる体

制を整えた。（平成 21 年度～平成 26 年度） 

・ 商品テスト事業を強化した。（平成 23 年度・放射性物質測定機

器購入） 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため研修参加を支援した。

（平成 22 年度～平成 26 年度） 

・ 平成 22 年度から常時２人体制となるよう、人員を増員した。 

・ 平成 23 年度から相談時間を 1.5 時間延長した。 

・ 平成 24 年度からは週１日３人・週４日２人体制とした。 

・ 啓発事業実施時に使用する物品の充実を図った。（平成 21・24･

25 年度・プロジェクター、スクリーン、新座市イメージキャ

ラクターゾウキリンの啓発用ぬいぐるみと着ぐるみ、啓発パネ

ル、マイクセット等） 

・ 一般向け啓発品を作成し、市のイベントや講座開催時等で配布

し消費者被害の未然防止・拡大防止を図った。（平成 22 年度～

平成 26 年度・マグネット、回覧板等） 

・ 高齢者向け啓発品を作成し、市のイベントや講座開催時等で配

布し消費者被害の未然防止・拡大防止を図った。（平成 25・26

年度・ペン立て、印鑑ケース） 

・ 中学生向け啓発品を作成し、市内中学校に配布し、活用を依頼。

消費者教育の充実を図った。（平成 25・26 年度・消費者教育用

のパンフレット） 

・ 地域消費生活講座を充実させ、市民からの依頼に応じて講座を

開催。消費者教育の充実、消費者被害の未然防止・拡大防止を

図った。（平成 24 年度～平成 26 年度） 

風評被害の防止事業として実施している商店会事業「さんま祭り」

の支援をした。（平成 25・26 年度） 

総括・評価 

・ 弁護士相談の実施や研修参加の支援をすることにより、消費生

活相談の対応能力や質が向上した。その結果、相談のあっせん

解決率が県内をみても高い方であることを総務省の平成２５

年度「消費者取引に関する政策評価」ヒアリングにおいて評価

された。 

 



・地域消費生活講座等の啓発活動の継続により、相談室の利用件数

は年間 1,000 件台となっており、相談窓口として地域に浸透して

いる。 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・ 平成 26 年度当初で消費生活相談窓口を設置済み（新座市の設

置は昭和 51 年 12 月） 

 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・ 平成 27 年度以降も現在の相談体制（相談時間：午前９時～午

後４時３０分・相談員：週１日３人、週４日２人）を継続して

いく。 

・ 平成 26 年度までの消費生活相談員の資格保有率と研修参加率

は１００％であるので、今後も研修会への参加を奨励し、様々

な消費者問題に対応できるよう消費生活相談員のレベルアッ

プを図っていく。 

・ 専門的消費生活相談に対応できるよう、引き続き相談員が弁護

士に相談できる機会を設ける（月２回、各３時間）。 

＜政策目標４＞消費者教育の推進 

・ 都道府県及び政令市のみ記載のため未記入 

 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

・ 現在、相談の際に必要時応じて実施している福祉部門との連携

を継続的に行っていく。 

・ 庁内の高齢者等の見守り体制に関する組織を調査し、ネットワ

ーク構築に向けて福祉部門との連携を推進していく。 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 消費生活相談室を維持する。 

・ 基金を活用して配置・処遇改善した消費生活相談員の体制を維

持し、弁護士の活用等により専門的な消費生活相談への対応能

力の向上を図る。 

・ 相談体制の質の向上及び地方消費者行政の更なる充実を図る

ため、国民生活センター相模原研修施設での集合研修を活用す

る 

・ 消費生活講座等の啓発事業を実施し、市民の消費生活問題への

対応能力の向上を図るとともに、消費生活相談の傾向を分析

し、啓発品の作成やリーフレット等の作成をする。対象別に効

果的な啓発を実施していく。 

・ 消費者教育の推進に関する法律を踏まえ、世代別の啓発機会を

設け、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。 

・  



＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 消費生活相談室及び相談員の体制は、基金活用期間後において

も維持し、更なる充実を目指す。 

・ 消費生活講座等の啓発事業を実施し、市民の消費生活問題への

対応能力の向上を目指すとともに、啓発品の作成については、

消費生活相談の傾向を分析し、より効果的に啓発していけるよ

う精査する。 

・ 消費者教育の推進に関する法律を踏まえ、世代別の啓発機会を

設け、消費者被害の未然防止・拡大防止を目指す。 

消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標 

・ 消費生活相談室を維持し、基金を活用して配置・処遇改善した

消費生活相談員の体制（平成２２年度から週５日２人を配置・

相談受付時間１．５時間延長、平成２４年度から週１回３人）

の維持を図る。（平成２７年度～令和２年度） 

・ 弁護士の活用により、専門的な消費生活相談への対応能力の向

上を図る（月２回、各３時間）。（平成２７年度～平成２９年度） 

・ 消費生活相談員が研修会に参加することにより、様々な消費者

問題にスムーズに対応できるようレベルアップを図る。（平成

２７年度～平成２９年度） 

・ 相談体制の質の向上及び地方消費者行政の更なる充実を図る

ため、国民生活センター相模原研修施設での集合研修を活用す

る。（平成２７年度～令和５年度） 

その他特記事項 

・ 消費者被害防止のため情報の共有、啓発の機会を持つなど、福

祉部門を始めとする庁内各課と連携をしていく。 

・ 消費者教育の充実を図るため、市教育委員会と連携をして教育

現場への働きかけを行う。 

 





















市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 富士見市 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実

施した活性化事業 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援した。

（平成２１年度～平成２６年度） 

・ 消費生活相談の複雑化・高度化に対応するため、弁護士の専

門的知識を有するものを活用した。（平成２１年） 

・ 高齢者の消費者被害防止のため、市内老人会等で寸劇を通し

被害の未然防止の啓発を実施した。（平成２４年度～平成２６

年度） 

・ 消費者被害防止のための啓発チラシ等を作成し、公共施設等

にて配布した。（平成２１年度～平成２６年度） 

・ 消費生活センター機能強化のため、必要な備品を購入し執務

環境の整備を図った。（平成２４年度～平成２６年度） 

 

総括・評価 

・ 平成２１年度から消費生活相談員の消費生活相談対応能力の

強化のため、研修参加を支援し相談対応能力や質が向上した。 

・ 高齢者を対象とした消費生活相談窓口周知の啓発により、高

齢者からの相談が増加した。また未然防止にも相談窓口が活

用されている。 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・ 既に設置済みの消費生活相談窓口を今後も継続維持する。 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・ これまで消費生活相談員の相談体制は１週間（月曜日～金曜

日）相談員１人勤務体制であったが、平成２７年度より（金）

を２人体制へと相談体制の強化を図る。また、平成２８年度

からは（水）も２人体制とし、更に平成２９年度は（火）に

ついても２人体制と１週間のうち２人体制の日を３日とし相

談体制の強化を図る。令和元年度１１月より（金）から（月）

に曜日を変更。 

＜政策目標４＞消費者教育の推進 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

・ 既存の高齢者見守りネットワークを活用し消費者行政が一協

力機関としての連携について検討。 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 消費生活センターを維持する。 

・ 消費者契約上のトラブルが複雑化・多様化していることに伴

い、消費生活相談員のレベルアップを図るため、引き続き研



修参加を支援する。 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 消費生活相談事業については、基金活用期間経過後において

も維持する。 

消費者行政推進の方針に

則して取り組む施策、目標 

・ 消費生活センターを維持する。（平成３０年度目途） 

・ 消費生活相談体制強化のため、平成２７年度から２人体制の

日を１日設け体制強化を図る。（令和５年度） 

・ 平成２８年度からは２人体制日を週２日と増やし体制強化を

図る。（令和６年度） 

・ 平成２９年度は２人体制日を週３日とし更なる相談体制の強

化を図る。（令和７年度） 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加の支援の継

続を図る。（平成２７年度～令和５年度） 

その他特記事項 

・ 消費者被害防止のため、市民及び庁内に対して適宜必要な情

報提供に努める。 

 











市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 坂戸市 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実施

した活性化事業 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加旅費等を支援

した。(平成 21 年度～平成 22 年度) 

・ 担当職員を対象とした研修会へ参加し、レベルアップを図っ

た。(平成 21 年度～平成 24 年度) 

・ 消費者被害を未然に防止するため消費者への啓発事業を図っ

た。 

・消費者被害防止のための講座開催(平成 21 年度～平成 26 年 

度) 

・一般用啓発物資作成(平成 21・23・24・25・26 年度) 

・啓発冊子作成(平成 21 年度～平成 26 年度) 

・啓発チラシ作成・配布(平成 21 年度～平成 22 年度) 

・消費者団体・地域住民を対象とした講演会の開催(平成 21 年 

度) 

・ 就労環境の向上及び市民への啓発を図るため、相談室の整備を

行った。(平成 21 年度～平成 22 年度) 

・ 悪質商法などの被害に遭いやすい高齢者へ特に配慮した啓発

事業の充実を図った。(平成 26 年度) 

 

総括・評価 

・ 新任消費生活相談員が最新の相談情報等を研修に参加するこ

とにより取得し、相談の対応能力の強化を図った。 

・ 職員が研修に積極的に参加し、レベルアップを図った。 

・ 平成21年度から実施している消費生活講座が平成26年度には

15 件/年/594 名と多くの参加者が講座を受講することが出来

た。また、その際に啓発物資を配布し、帰宅後の話題作りと消

費生活センターの電話番号等の周知を図った。 

・ 消費生活コーナーを設置し、ペーパーハンガーには最新の消費

経済新聞を、パンフレット・カタログスタンドにも、リーフレ

ットや冊子等を設置し、コーナーの充実を図っている。 

・ 高齢者に配慮した啓発物資を消費生活講座内や、消費生活セン

ター、消費生活コーナー等で配布し、悪質商法等の手口や被害

にあった際の対処方法、消費生活センターの役割等啓発を行っ

た。 

 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・ 平成 22 年 2 月より消費生活センターを設置済み。 



＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・ 消費生活相談員の資格保有率は 100％であるが、さらに相談体

制の質の向上を図るため消費生活相談に関する研修参加旅費

を支援している。 

・ 担当職員を対象とした研修会へ参加し、レベルアップを図るた

め、研修参加旅費を予算化している。 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

・ 「坂戸市見守りネットワーク」の関係団体に坂戸市消費生活セ

ンターとして登録（Ｈ28.4.1） 

・ 年１回開催される坂戸市見守りネットワーク運営会議及び研

修に参加（平成 27 年度～） 

 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 消費生活センターの相談日数(現行週 4 日)を維持・継続する。 

・ 消費者教育に重点的に力を入れ、より効果的な消費者被害防止

事業等を実施する。 

 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 令和 2年度からは消費生活センターの相談日数を現行週 4日か

ら 5 日に増やし相談窓口の強化を図る。 

・ 消費生活講座等の啓発事業については、より効果的な取組に重

点化しつつ、交付金等活用期間経過後も行う事業を精査してい

く。 

 

消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標 

・ 消費生活コーナーの充実を図る。 

・ 消費者教育に重点的に力を入れ、より効果的な消費者被害防止

事業等を実施する。 

その他特記事項 

 

 

















市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 吉川市 

 

計画期間 平成 27 年 4月 1日～平成 39年 3月 31 日 

平成 26年度末までに市

町村プログラムに則し

て実施した活性化事業 

＜平成 21年度～平成 24年度＞ 

・消費生活相談窓口の環境整備。 

・平成 6年から開始した消費生活相談(週 1回)の相談日を拡大。 

（平成 22年度：週 2回→週 3回、平成 23年度：週 3回→週 4回） 

・消費生活相談員等の研修参加支援。（平成 21年度～） 

・高齢者の悪質商法被害を防止するための講座や出張講座による 

啓発事業の実施。（平成 21年度～） 

・市消費生活センター開設。（平成 23年度） 

・県消費生活支援センター等による主任相談員の巡回訪問を活用し 

担当職員及び新任消費生活相談員の OJT 実施。（平成 24年度～） 

＜平成 25年度～＞ 

・相談員の処遇改善のため、主任相談員を新設し報酬を増額。 

・小中学生やその保護者を対象とした消費者教育事業の実施。 

・消費者団体を育成し、啓発事業実施。 

・消費生活センターの認知度向上のためチラシや啓発品を配布。 

・消費者教育事業のための啓発･教育機器(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等)の活用。 

総括・評価 

・週 1回の相談日から平成 22年以降相談日を増やし、平成 23年度 

に市消費生活センターを開設したことで、相談件数は毎年 200 件 

前後あり、地域の重要な窓口となっている。 

・相談員の研修支援により、相談員の対応能力や質の向上が図られ 

ている。また、経験知識の積み重ねにより、3年以上勤務した相 

談員は主任相談員として処遇を改善したことで、相談員の意欲向 

上につながっている。 

・チラシや啓発品を作成し、各種講座やイベント時に積極的に配布 

することで、消費者被害防止の啓発効果や消費生活センターの認 

知度の向上につながっている。 

・啓発･教育機器としてプロジェクター等を購入したことで、講座の 

 バリエーションが増え、魅力ある講座づくりに役立っている。 

「地方消費者行政強化

作戦」への対応 

＜政策目標 1＞相談体制の空白地域の解消 

平成 23 年 4月 1日に市消費生活センター開設。 

＜政策目標 2＞相談体制の質の向上 

国民生活センター等が実施する研修に積極的に参加することで、 

相談員の質の向上を図る。 

＜政策目標 3＞消費者教育の推進 

 地域への出前講座による啓発事業や学校の総合学習授業やPTA研修



会、夏休みのこども向け講座など、幅広い対象に向け消費者教育を

推進する。 

＜政策目標 4＞「見守りネットワーク」の構築 

（1）平成 28 年 4月、既存の「要援護者見守りネットワーク連絡会」

に「消費者安全確保地域協議会」機能を持たせて設置。 

この見守りネットワーク活動において「消費者被害の未然防止」に

向けた事業を効果的に展開するための事業内容や推進体制等の検

討を行い、継続的に推進する。 

（2）平成 31 年度から、「消費者安全確保地域協議会」事業の一環と

して消費・地域福祉・高齢者、障がい者支援の４種類の講座を実施

し、すべて受講した市民を地域見守りサポーターとして認定するこ

とで、地域の見守り体制を強化していく。 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27年度から平成 29年度までの方針＞ 

・消費生活センターの体制を維持する。 

・消費者相談の窓口だけでなく、消費者教育事業の中心を担えるよ 

う各種研修会への参加や勉強会を通じて相談員のレベルアップを 

図る。 

・高齢者の消費者被害防止等を地域で取り組むため、消費者安全確 

保地域協議会を構築する。 

・消費生活センターによる相談機能の維持と機能強化のため、各種 

講座の実施や啓発物を配布することで、地域での認知度の向上を 

図る。 

＜平成 30年度以降の方針＞ 

・「消費生活センター」をはじめとする消費者行政の重要性を浸透さ

せ、更なる事業の推進を図る。 

・基金等活用期間経過後も、現在の消費生活相談体制を維持する。 

・消費者教育･啓発事業は、より効果的な取組に重点化しつつ基金等 

活用期間経過後も行う事業を精査する。 

・消費者安全確保地域協議会を中心とした、地域での消費者被害の 

見守り体制を維持する。 

消費者行政推進の方針

に則して取り組む施

策、目標 

・消費生活センターを維持する。（平成 27年度～） 

・相談員の報酬額を維持する。（平成 27年度～平成 31年度） 

（相談員 9,100 円/日、主任相談員 9,700 円/日） 

・相談員の報酬額を維持する。（令和 2年度～） 

(相談員 9,118 円/日、主任相談員 9,700 円/日) 

・相談員のレベルアップのため、研修参加の支援を継続する。 

（平成 27年度～平成 35年度） 

・消費者被害の防止や自立した消費者育成のため、各種講座等を実施 

しつつ、消費生活センターの認知度の向上を図る。 

（平成 27年度～平成 29年度） 



・消費者安全確認地域協議会を構築、地域の見守り体制を強化する。 

（平成 28年度～） 

その他特記事項 

 

 



市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 ふじみ野市 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実施

した活性化事業 

・ 相談業務の効率化を図るためのオフィス機器（パソコン・印刷

機・シュレッダー等）の設置、また個人情報の保護や安全確保の

ための事務室の環境整備、相談専用電話回線の増設（2 回線）な

どにより相談者の利便性を図った。（平成 21年度～平成 23年度） 

・ 消費生活相談室の相談環境を改善することにより、相談業務の効

率化を図った。（平成 25 年度） 

・ 消費生活相談員・関係行政職員を対象に研修を開催した。（平成

21 年度） 

・ 消費者行政を円滑に行うため担当職員の研修参加を支援した。

（平成 22 年度～平成 26 年度） 

・ 消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加を支援した。（平

成 23 年度～平成 26 年度） 

・ 適切かつ迅速に相談を処理するため、相談員の複数配置日を増設

した。また消費者行政の業務量の増大に伴い職員の時間外勤務手

当を確保した。（平成 22 年度～平成 26 年度） 

・ 優秀な相談員を安定的に確保していくために、1 日あたりの報酬

を 1,000 円増額し 14,000 円にした。また社会保険・雇用保険へ

の加入も行い処遇改善を図った。（平成 23 年度～平成 26 年度） 

・ 困難な相談ケースを適正かつ迅速に処理するため、指導を受けら

れるアドバイザーとして弁護士を活用した。（平成 23 年度～平

成 26 年度） 

・ 職員等を対象とした研修及び高齢者等の消費者被害防止のため

の講座を開催した。（平成 22 年度～平成 26 年度） 

・ 消費者被害防止のための啓発パンフレット等を購入し出前講座

等で活用した。（平成 24 年度～平成 25 年度） 

総括・評価 

・ 平成 22 年度から相談員の勤務日数を週当たり１日拡大。平成 23

年度から 1 日あたりの勤務時間を 0.25 時間延ばし、6.25 時間に

拡大するとともに事務処理日を増加することで多様な相談への

対応や消費者庁への情報通知が迅速に行なえた。 

・ 消費生活相談員の複数配置日を週３日に増やし、相談ケース検討

や打ち合わせを行いやすくしたことで、相談員同士の連携が図れ

た。 

・ 弁護士を活用し、法令等の解釈について適切な助言を受けること

で、複雑で解決に時間を要する相談や斡旋解決が困難な相談など

について問題解決が図られた。 



・ 消費生活センターの相談体制などを維持・充実していくことを市

長表明することで、基金を有効に活用でき、財政面での理解も得

られている。 

・ 平成 21 年度に消費生活相談員および関係行政職員を対象に研修

を行った結果、消費者被害の未然に防止及び多重債務者の生活再

建など、庁内連絡体制が図られた。 

・ 消費者被害未然防止のため啓発パンフレット等を活用し実施し

ている出前講座は実施回数や参加者を大幅に倍増させることが

できた。 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・消費生活センターを設置済み。 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・ 消費生活センターの開設日は週５日であり、消費生活相談員は２

名体制、週４日勤務とする。 

・ 消費生活相談員の資格保有率は 100%であり、今後更なるレベル

アップを図るため国民生活センターへの研修参加を支援する。 

・ 消費生活相談員および担当職員の研修参加率を今後も 100%とす

る。 

＜政策目標４＞消費者教育の推進 

・ 該当しない 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

・ 消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会を兼ねた「ふじ

み野市消費者安全確保庁内推進会議」を設置し、関係する既存ネ

ットワークと連携した消費者被害防止のための教育及び見守り

活動を実施する。（平成 30年度～） 

 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 消費生活センターを維持する。（消費生活センター条例を制定） 

・ 消費者が身近なところで相談できる消費生活相談窓口として、

消費生活相談体制を維持するため、消費生活相談員等の研修参

加支援及び弁護士等を活用することにより、更なるレベルアッ

プやスムーズな交渉・問題解決を図る。 

・ 地域や福祉団体の活動や学校との連携を通して被害の早期発

見や防止を図るため消費者教育及び啓発事業に力を入れる。 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 消費生活相談体制については、基金活用期間経過後においても

維持する。 

・ 消費者被害未然防止のため、高齢者や障がい者などそれぞれの

特性に配慮した出前講座等の啓発事業を実施する。 



消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標 

・ 消費生活センターを維持する。 

・ 消費者が身近なところで相談できる消費生活相談窓口として、

消費生活相談体制を維持する。（平成 27 年度～平成 30 年度） 

・ 消費生活相談員の対応力強化のため、研修参加の支援を継続す

る。（平成 27 年度～平成 31 年度） 

・ 消費者行政を円滑に行い、消費生活相談員を支援するため担当

職員の研修参加支援を継続する。（平成 27 年度～平成 30 年度） 

・ 弁護士等を活用することにより、専門的な消費生活相談への対 

応能力の向上を図る。（平成 27 年度～平成 31 年度） 

・ 平成 23 年度に消費生活相談員の処遇改善した 1 日あたり

14,000 円の報酬及び社会保険・雇用保険の加入を維持する。（平

成 27 年度～平成 31 年度） 

・ 消費者教育の推進を踏まえた消費者被害防止等を図るための

研修・講座を開催する。（平成 27 年度～平成 30 年度） 

・ 担当職員及び消費生活相談員の相模原研修施設における研修

参加を支援する。（平成 27 年度～令和 5 年度） 

その他特記事項 

・ 消費者被害防止のため、庁内外の連携を図る。 

 

























市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 鳩山町 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実

施した活性化事業 

・安心して相談出来る環境づくりを強化するため、案内表示板を設 

置し、相談用パソコンを整備した。（平成 21年度） 

・安心して相談できる専用相談室を整備した。（消費生活相談室パ 

ーティション、消費生活相談文書保管ファイリングキャビネッ 

ト）（平成 22年度） 

・町内回覧用事務連絡ケースを配布し、被害防止の周知を図った。 

（平成 22年度） 

・個人情報流失防止を徹底するため、文書廃棄用のシュレッダーを 

整備した。（平成 23年度） 

・消費生活相談の実施の周知と被害防止のため、町内を広報巡回す 

る軽自動車（拡声器搭載）を整備した。（平成 23年度） 

・悪質商法への被害を防止するため、悪質商法の手口、それに対す 

る対処方法をまとめた小冊子を作成し、消費者（全戸）へ配布し 

た。（平成 24年度） 

・町民の消費者意識の高揚と被害防止のため啓発グッズを作成・配 

布した。（平成 24年度） 

・平成 25年 4月より、毛呂山町・越生町・鳩山町の 3町で広域連 

携協定を結び共同設置した。それに伴い相談時間も半日から 1日 

としたため相談員の報償を増額した。（平成 25年度～） 

・相談員のレベルアップとして相談員研修参加を支援。（平成 25 年 

度～） 

総括・評価 

・専用相談室を整備したことにより、安心して相談を受けられるよ 

うになった。 

・平成 25 年度、毛呂山町・越生町・鳩山町の 3 町で相互利用が可 

能となった。また、相談時間も半日から 1 日に延長した。その結 

果 3 町に在住・在勤する方がそれぞれ設置する消費生活センタ 

ーで相談が受けられるようになった。（平成 25 年度、毛呂山町 1 

件。平成 26 年度、越生町 1 件。） 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・平成 21 年度、消費生活相談窓口を設置済み。 

・平成 25 年度、毛呂山町・越生町・鳩山町で相互利用が可能とな 

った。鳩山町消費生活センター設置済み。 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・消費生活相談員のレベルアップを図るために、研修参加を支援

る。平成 28 年度以降も継続する。 



＜政策目標４＞消費者教育の推進 

対象外 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

対象外 

 

 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・鳩山町消費生活センターを維持する。 

・地域の身近な相談窓口として、消費生活相談員のレベルアップを 

図る。 

・消費生活相談窓口用業務端末の設置（LGWAN 回線） 

・消費生活啓発車を利用し、消費者に未然防止啓発活動を継続し実 

施していく。 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・消費生活相談員の研修参加支援、消費生活相談体制については、

基金活用期間経過後においても維持する。 

・消費生活啓発車を利用し、消費者に未然防止啓発活動を継続し実 

施していく。 

消費者行政推進の方針に

則して取り組む施策、目標 

・鳩山町消費生活センターを維持する。 

・基金を活用して配置した消費生活相談員の体制・報償の維持を図 

る。（平成 25 年度～令和３年度） 

・消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加の支援の継続を 

図る。（平成 25 年度～令和３年度） 

・消費生活相談員の対応能力強化のため、相模原研修施設での集合

研修参加の支援の継続を図る。（平成 27 年度～令和５年度） 

その他特記事項 

・消費者被害防止のため、庁内の連携を密にして対応する。 

 















市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 上里町 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに市町

村プログラムに則して実施

した活性化事業 

・ 消費生活相談体制強化のため、本庄市・神川町・美里町と連携

し、相談窓口開設日数を週 1 日から週 2 日に拡大した。（平成

22 年度） 

・ 消費生活相談員の処遇改善のため、1 日当たりの報酬を平成

22 年度に 250 円、平成 23 年度に 750 円増額し 12,000 円とし

た。（平成 22 年度～平成 26 年度） 

・ 消費生活相談窓口の環境整備を図るため、備品（パンフレット

スタンド・カラープリンター）と参考図書を購入した。（平成

22 年度・平成 24 年度） 

・ 消費者被害防止のため、啓発用品（ポケットティッシュ・ウェ

ットティッシュ、回覧板、マグネットバー等）を作成し、用品

ごとに窓口やイベント、町内各地区、全戸へと配布した。（平

成 22 年度～26 年度） 

・ 高齢者の消費者被害防止のため、啓発クリアホルダーを作成

し、高齢者集会等でチラシと共に配布した。（平成 24・26 年

度） 

・ 中学生向け啓発パンフレットを作成し、町内全中学生と教員に

配布した。（平成 25 年度） 

・ 消費者被害防止サポーターの活動を円滑に行うため、ユニフォ

ームのベストと備品（ワイヤレスマイクセット・ビデオカメラ

セット・デジタルカメラ）を購入し、高齢者集会等で寸劇によ

る啓発活動を実施した。（平成 24 年度～平成 26 年度） 

・ 消費者教育推進のため、啓発チラシを民生委員や自治会、関係

機関、高齢者集会等で配布した。(平成 25 年度、26 年度) 

・ 消費者被害防止のため、啓発用車載スピーカーを公用車に設置

し、町内巡回時に注意喚起した。（平成 25 年度） 

総括・評価 

・ 平成 15 年度に消費生活相談窓口を設置し、相談件数は平成 15

年度の 75 件から平成 25 年度の 131 件と大幅に増加した。ま

た、平成 26 年度 2 月末時点で 121 件と相談件数から見ても、

地域の相談窓口として定着しつつある。 

・ 平成 24 年度から実施した、消費者被害防止サポーターの寸劇

を取入れた出前講座が平成 26年 11月時点で７回／年と着実に

依頼が増加している。 

・ 消費生活相談体制の強化により、平成 25 年度における消費生

活相談員の助言やあっ旋等による救済金額の総額が 4,850千円



となった。 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・ 平成 15 年度より消費生活相談窓口を設置済み。 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・ 消費生活相談員等の国民生活センター遠隔研修（Ｄ－ラーニン

グ）受講が平成 25 年度は 1 講座のみであったが、担当職員も

相談の支援をすることにより、遠隔研修が受けやすい環境を整

備し、平成 26 年度以降の受講数を 2 講座以上とする。 

 

＜政策目標４＞消費者教育の推進 

 ・ 平成 29 年度より、消費者被害防止サポーターへの研修支援と

して、相談員が助言・指導することにより、地域の実態に則し

た啓発活動を行う。 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

  

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 消費生活相談窓口を維持する。 

・ 消費者教育に力を入れ、より効果的な消費者被害未然防止事業

等を実施し、関係部署と連携のうえ、地域ネットワークを構築

する。 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 消費生活相談体制については、基金活用期間を経過後において

も維持する。 

・ 出前講座等の啓発事業については、より効果的な取組に重点化

しつつ、基金活用期間経過後も行う事業を精査していく。 

・ 既存の福祉部門のネットワークに構成員として介入し、消費者

被害の動向を共有・対策を講じていく。 

消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標 

・ 消費生活相談窓口を維持する。（平成 27 年度目途） 

・ 平成 23 年度に消費生活相談員の処遇改善した 1 日当たり

12,000 円の報酬を維持する。（平成 27 年度から平成 31 年度） 

・ 地域の消費生活問題への対応能力向上のため、関係部署と連携

し、地域ネットワークを構築する。（平成 27 年度～令和 5 年度） 

その他特記事項 

・ 消費者被害防止のため、消費者被害防止サポーターと協働し、

地域の消費者力向上に努める。 

・ 消費者被害防止のため、庁内の連携を密にして全庁をあげて対

応する。 

 













市町村推進プログラム 

 

都道府県名 埼玉県 市町村名 松伏町 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日 

平成 31 年度末までに市町

村プログラムに則して実施

した活性化事業 

・ ＰＩＯ－ＮＥＴ配備の基準に基づき、相談日を週 1 回から週 4

回に増やし、消費生活センターを設置した。（平成 23 年度） 

・ 悪質商法に関する啓発 DVD を購入し、希望があれば貸出する。

（平成 25 年度から平成 29 年度） 

・ 消費生活相談窓口について幅広く周知するため、町広報紙及びホ

ームページを活用した広報を行った。（平成 21 年度から平成 31

年度） 

・ 相談員のレベルアップを図るため、国・県主催の研修会への参加

を促進した。（平成 22 年度から平成 31 年度） 

・ 悪徳商法被害の防止のため、希望団体への出前講座を実施した。 

 （平成 23 年度から平成 30 年度） 

・ 相談業務の強化に向けて、参考図書を配備した。（平成 21 年度

から平成 31 年度） 

・ 成人式において、消費生活関連ガイドブックを配布した。（平成

21 年度から平成 31 年度まで） 

・ 食の安全に関する冊子を全戸配布した。（平成 24 年度） 

・ 啓発グッズを町民に配布した。（平成 25 年度から平成 31 年度） 

・ 相談員の待遇を個人委託から非常勤特別職に変更し、処遇の改善

を図った（平成 28 年度） 

・ 相談事務に活用するパーテーション、書類保管棚の備品を購入し

た（平成 29 年度） 

・ センター啓発のため、カレンダーを作成し、配布した（平成 29

年度） 

・ 相談員を 2 名体制から 3 名体制とすることで、柔軟なシフトを

組めるように処遇の改善を図った。（平成 31 年度） 

総括・評価 

・ 平成 23 年度から消費生活センターを設置、週 4 回窓口を開設し

ている。週 1 回開設していた平成 22 年度の相談件数は年間で 47

件だったが、平成 23 年度は 120 件と大幅に増加した。 

また、平成 31 年度は 2 月現在 181 件と増加しており、地域に

定着しつつある。 

・ 平成 25 年度と平成 26 年度は未経験の相談員が常駐したが、研

修参加により対応能力や質が向上した。（自主財源） 

・ 消費者被害防止のため啓発グッズを平成 25 年度から購入してい

る。グッズに記載されたセンターの周知が相談件数の増加につな

がっている。 



・ 平成 29 年度にセンターで活用する PC とプリンターを購入した

（自主財源） 

「地方消費者行政強化作

戦」への対応 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・ 平成 23 年当初で消費生活相談窓口を設置済み 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

・ 平成 26 年度から自主財源で研修報償と旅費を一人年 4 回分に増

やした。平成 27 年度からは年 5 回に増やした。未経験の相談員

も積極的に参加できる環境を整備し、相談員のレベルアップを図

る。 

 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 消費生活センターを設置・維持に努める。 

・ 消費者教育に力をいれ、被害防止につながる啓発・センターの周

知に努める。 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 消費生活相談体制については、基金活用期間経過後においても維

持する。 

・ 出前講座等の啓発については、より効果的な取組に重点化しつ

つ、交付金等活用期間経過後も行う事業を精査していく。 

・ 相談員の待遇を非常勤特別職から会計年度任用職員への変更に

伴い、処遇の改善を図る（令和 2 年度） 

消費者行政推進の方針に則

して取り組む施策、目標 

・ 消費生活センターの維持に努める。 

・ 民生委員や地域包括センターと連携し、地域の消費者問題被害防

止に努める。 

・ 弁護士等の活用により専門的な消費生活相談への対応能力の向

上に努める。 

・ 構築したネットワークの維持・充実に努める。 

センターの広域連携についても検討を重ねていく。 

その他特記事項 

・ 消費者被害防止のための庁内の連携を密にするとともに、消費者

教育に努める。 

 




